
 

利用者心得 

 「みどりのいえ」はホテルや旅館ではなく民泊施設のため施設管理者と

生活をします。 

 また、近隣住民の迷惑にならないように、夜間に騒いだり、大きな音を

立てる行為は避けてください。 

利用者の遵守事項 

利用者は、下記の事項を守ってください。 

1. 施設管理者の指示に従うこと。 

2. 周辺の環境を乱し他人に迷惑をかける行為をしないこと。 

3. 火気の取扱いに注意するとともに、拠点内の備品は適切に取り扱う

こと。 

4. ごみの処分は施設管理者の指示に従い処分すること。 

5. 施設内にペットなどを持ち込まないこと。 

6. 施設の室内では煙草を喫煙しないこと。 

 

損害賠償及び原状回復の責任 

 利用者が、その責に帰すべき理由により、拠点施設の建物若しくは付属

設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、その損害を賠償

する責任を負います。また、拠点施設の利用を終了するときは、直ちに設

備その他を現状に回復するとともに、次の利用者が快適に利用できるよう

に室内の掃除をしてください。なお、原状回復及び掃除が不十分な場合

は、その費用を利用者に請求する場合があります。 

 


